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（１）県民の参画と協働の推進に関する条例 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

県民の参画と協働の推進に関する条例（平成14年兵庫県条例第57号）
目次

(4) 地域づくり活動を支える人材の確保及び資金の調達並びに地前文
域づくり活動を行う県民相互の連携に対して支援をすること。第１章 総則（第１条－第５条）
(5) 前各号に掲げるもののほか、地域づくり活動を支援するため第２章 参画と協働による地域社会の共同利益の実現（第６条・第７条）
に必要な措置を行うこと。第３章 参画と協働による県行政の推進（第８条－第10条）

２ 知事は、前項に規定する施策を総合的に講ずるための基本指針第４章 雑則（第11条・第12条）
（ 「 」 。） 。附則 以下 地域づくり活動支援指針 という を定めるものとする
３ 知事は、地域づくり活動支援指針に県民の意見が反映されるよ

21世紀の本格的な成熟社会を迎えた今日、人々の価値観が量的拡大 う必要な措置を講ずるものとする。
より質的充実を求める方向へと変化するとともに、中央集権・一極集 ４ 知事は、地域づくり活動支援指針を定めようとするときは、あ
中による画一性と効率性を優先する社会システムから、地方分権・多 らかじめ、附属機関設置条例（昭和36年兵庫県条例第20号）第１
極分散による多様性と個性を優先する生活者の視点に立った新しい社 条第１項に規定する県民生活審議会の意見を聴くものとする。
会システムへの転換が求められている。 ５ 知事は、地域づくり活動支援指針を定めたときは、これを公表
兵庫県では、これまで、自主的な生活意識の確立と生活の合理化を するものとする。

目指す 生活の科学化 や 生きがいなどの人間の内面に配慮する 生 ６ 前２項の規定は、地域づくり活動支援指針の変更について準用「 」 、 「
活の文化化」を推進するほか、県民が主体的に行動し、自ら社会を創 する。
り上げていく「生活創造」を推進し、様々な形での県民運動の展開を （登録）
支援するなど、県民生活を基本とする県行政を展開してきた。 地域づくり活動を行う県民は、自らが行う地域づくり活動第７条
阪神・淡路大震災においても、被災者相互の助け合いの精神や、県 に関する情報を相互に提供し、及び活用するとともに、相互の連

民一人ひとり、自治会、婦人会等の地縁団体、ボランティア等による 携及び交流を深め、もって地域づくり活動の活性化に資すること
草の根の活動が、被災者への支援と被災地の復興を支える大きな力と ができるよう、地域づくり活動の内容その他当該地域づくり活動
なったことに、自発的かつ自律的な意思に基づく県民による主体的な に関する事項の登録をすることができる。
取組の大切さを改めて確認した。 ２ 県は、前項の登録をした地域づくり活動に対して、情報提供そ
また、新しい世紀における兵庫づくりを目指す「21世紀兵庫長期ビ の他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

ジョン」に県民自らが地域の将来像を描き、自らの責任でその実現を ３ 第１項の登録に関して必要な事項は、知事が別に定める。
図ろうとする県民主役・地域主導による先導的な取組が進められつつ 第３章 参画と協働による県行政の推進
ある。 （県行政における参画と協働の推進）
これらの貴重な経験とその積み重ねを踏まえつつ、自然と調和し、 県は、基本理念にのっとり、県民の参画と協働による県行第８条

共に生きることを基本に、人類の安全と共生にも寄与する志高い地域 政を推進するため、次に掲げる施策を講ずるものとする。
づくりを進めるためには、県民一人ひとりが、自ら考え、判断し、責 (1) 県行政の透明性を高め、県民に対する説明責任を果たすため
任を持って行動する取組が大切である。 の情報公開を推進すること。
あわせて、県民の多様なニーズに的確に対応しつつ、より一層県民 (2) 県の政策の形成に県民が参画する機会を確保すること。

生活を重視した県行政を推進していくためには、県民の参画と協働の (3) 県が実施する事業と県民の地域づくり活動とを共同で実施す
多様な機会の確保を図り、県民とのパートナーシップに基づく県行政 る機会を確保すること。
を推進していく必要がある。 (4) 県の政策の評価及びその効果の検証に県民が参画する機会を
このような認識に基づき、共に県民を代表し、地方自治を支える双 確保すること。

輪である議会と知事の緊密な連携の下、施策の決定と確実な推進が図 (5) 前各号に掲げるもののほか、県行政における県民の参画と協
られることを基本に、参画と協働の理念を明らかにし、県民の参画と 働の機会を確保すること。
協働の推進に関する基本的事項を定め、もって県民の総意により、多 ２ 知事は、前項に規定する施策を総合的に講ずるための計画（以
様な地域に多彩な文化と暮らしを築く美しい兵庫を実現することを目 下「県行政参画・協働推進計画」という ）を定めるものとする。。
的として、この条例を制定する。 ３ 第６条第３項から第６項までの規定は、県行政参画・協働推進

第１章 総則 計画について準用する。
（参画と協働の意義） （委員の公募）

多様な地域に多彩な文化と暮らしを築く豊かな地域社会は、 知事その他の執行機関（以下「知事等」という ）は、県の第１条 第９条 。
自律と共生を基調とした、県民一人ひとり、地縁団体、ボランティ 政策の形成に県民が参画する機会を確保するため 地方自治法 昭、 （
ア団体その他民間の団体及び事業者（以下「県民」という ）の参画 和22年法律第67号）第138条の４第３項に規定する附属機関その他。
と協働による地域社会の共同利益の実現及び県民の参画と協働によ 委員会等で、県の政策の形成に関して調査審議するために設けら
る県行政の推進により、実現されなければならない。 れるものの委員（以下「委員」という ）を選任しようとする場合。
（参画と協働による地域社会の共同利益の実現） において、これらの審議が県民生活に密接に関連し、県民の意見

地域社会の共同利益の実現のための活動（以下「地域づくり を反映させることが適当であると認めるときは、広く県民に対し第２条
活動」という ）は、県民の自発的かつ自律的な意思に基づく参画及 て公募を行うものとする。。
び県民の相互の協働により、行われなければならない。 ２ 公募により委嘱された委員は、基本理念にのっとり、誠実に職
（参画と協働による県行政の推進） 務を遂行するものとし、自らの学識、経験等に基づき、自己の責

県行政は 県民の積極的な参画及び県と県民との協働により 任において意見を述べるものとする。第３条 、 、
推進されなければならない。 ３ 委員の公募に関して必要な事項は、知事等が別に定める。
（県民の役割） （推進員等）

県民は、前３条に定める参画と協働の基本理念（以下「基本 知事等は、特定分野の行政課題の解決を図り、県行政を効第４条 第10条
理念」という ）にのっとり、地域社会の一員としての自覚と責任を 果的に推進するための職（以下「推進員等」という ）を県民に委。 。
持って、地域づくり活動に対する理解を深めるとともに、自らが県 嘱することが、県民の参画と協働による県行政の推進に資するこ
行政を推進するという自覚と責任を持って、県行政への積極的な参 とにかんがみ、推進員等を委嘱された者の職務が円滑に遂行され
画と県行政の推進に係る県との協働に努めるものとする。 るよう必要な措置を講ずるものとする。
（県の責務） ２ 推進員等を委嘱された者は、基本理念にのっとり、誠実に職務

県は、基本理念にのっとり、県民の参画と協働の推進に関す を遂行するものとする。第５条
る基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施するものとす 第４章 雑則
る。 （年次報告）

２ 県は 前項の施策を策定し 及びこれを実施する場合においては 知事は、毎年、県民の参画と協働の推進に関する施策の実、 、 、 第11条
地域づくり活動が、県民の自発的かつ自律的な意思に基づくもので 施状況を明らかにする年次報告を作成するものとする。
あるべきことに配慮するものとする。 ２ 第６条第４項及び第５項の規定は、前項の年次報告について準

３ 県は、第１項の施策を策定し、及びこれを実施する場合において 用する。
は、市町との役割分担に配慮するとともに、地域づくり活動に関す （補則）
る市町の施策を尊重するものとする。 この条例の施行に関して必要な事項は、知事等が別に定め第12条

第２章 参画と協働による地域社会の共同利益の実現 る。
附 則（地域づくり活動に対する支援）

県は、基本理念にのっとり、地域づくり活動に対して必要な （施行期日）第６条
支援を行うため、次に掲げる施策を講ずるものとする。 １ この条例は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内にお
(1) 地域づくり活動に必要な情報を提供し、及び地域づくり活動に いて規則で定める日から施行する。
関する相談に応ずる仕組みを整備すること。 （検証）
(2) 地域づくり活動に必要な知識及び技能の習得の機会を提供する ２ 県民の参画と協働の推進に関する施策については、この条例の
こと。 施行の日から起算して３年以内にその効果の検証を行い、その結

(3) 地域づくり活動及び県民の交流の拠点を確保すること。 果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

この条例は、｢県民の参画と協働の推進に関する条例の施行期日を定める規則(平成15年兵庫県規則第6号)｣により､

平成15年4月１日から施行しています。
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（２）「地域づくり活動支援指針」「県行政参画・協働推進計画」の構成 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

４．参画と協働の展開方向 
 (1)展開にあたっての３つの視点 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

３．兵庫が描く参画と協働 

 
 
① 新たな活動を生み、育む 
・多様な情報の提供 
・実践活動につながる学習機会 
の充実 

・多様な世代の参画･協働の促進 
 
②活動を高め、支える 

・地域に根ざした活動を支える 
人材の育成 

・県民の主体的な活動拠点の充実 
・活動に必要な財政的基盤の充実
支援               

③活動をつなぎ､拡
ひろ

げる 
・情報の連携 
・中間支援組織の支援 
・活動を評価するしくみづくり  

(2)地域づくり活動の支援の方向  
 
 
① 県民と情報を共有する 

・県民が主体的に選択できる情報 
の提供 
・評価･検証に参画するしくみづくり    

② 県民と知恵を出し合う 
・県民の提案機会の充実 
・審議会等への参画機会の拡充  

 

③県民と力を合わせる 
・協働で実施する範囲や事業の 
 拡充 
・多様な委託のしくみづくり 
・推進員らの職務の円滑化    

 

(3)参画と協働による県行政推進
の方向 

(1)参画と協働による兵庫づくり 
 
 

(2)各主体の役割と連携 

みんなが主役で 多彩な協働 

１．目的・役割等 
(1)目的と役割 (2)期間 

平成15年度～17年度
(3)毎年度の推進と評価 
参画と協働関連施策の展開方針､年次報告 

(4)構成 

５．参画と協働の推進に向けて 
(2) 推進体制の整備 (1) 地域全体としての参画

と協働の推進 

 
県民主役の展開 

 
過程(ﾌﾟﾛｾｽ)の共有

 
相互信頼のﾈｯﾄﾜｰｸ

２．参画と協働による地域づくり 

(1)成熟社会の到来  (2)県民とともに歩む県政 

 参考  

参画と協働のﾁｬﾝﾈﾙと組み合わせ  

①参画と協働のﾁｬﾝﾈﾙ例 ②参画と協働のﾁｬﾝﾈﾙの組み合わせ例 

地域づくり活動支援指針 県行政参画･協働推進計画 
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（３）参画と協働のチャンネルと組み合わせについて 

  （「地域づくり活動支援指針」「県行政参画・協働推進計画」から抜粋） 

 
○ 県民の参画と協働のスタイルは、テーマや課題、分野、取り組み内容、性質に応じ

て多種・多様なので、それらに応じて参画と協働のチャンネルを適切に組み込んで、

的確かつ柔軟に運用していくことが不可欠です。特に、参画と協働による県行政を

推進するためには、具体的な施策・事業ごとに、その特性に応じて創意工夫をこら

し、参画と協働のチャンネルを適切に組み合わせていくことが必要です。 
○ これらの参考とするため、県民や県行政が参画と協働の取り組みを展開するにあた

って活用できる参画と協働のチャンネルのメニュー（「①参画と協働のチャンネル

例」）と、参画と協働のチャンネルを組み合わせた実施フロー（②「参画と協働の

チャンネルの組み合わせ例」）を例示します。 
○ ②で例示する実施フローは、今後、具体的な施策・事業を推進するなかで、関係機

関との協議・調整や県民の評価を受けながら、常に検証を行い精度を高めていくも

のです。 

 
 ①参画と協働のチャンネル例 

 

 
 

チャンネル 内  容 
情報公開  

公文書の公開 情報公開条例に基づき、公文書等を公開する。  

情報開示 事業の概況や会計状況等を公開する。 

情報提供  

広報 各種メディア（印刷、電波・映像、インターネット）を活用して、情報

を発信する。 

説明会 広く県民の参加を求め、事業に関して説明する。 

 

見学会 広く県民の参加を求め、県立施設や施設予定地等を見学する。 

広聴  

アンケート 特定のテーマについて、広く県民の意見、要望を聴く。 

相談 地域での困りごとや不安等について県民と話し合い、解決策を探

る。 

 

意見・提案 各種のツール（電話、手紙、電子メール等）を活用して、広く県民

の意見・提案を聴く。 

学習  

シンポジウム､セミナー 多数の県民が参加し、特定課題等について見識を深める機会を

提供する。 

大会、交流会 特定のテーマの関係者に参加を求め、交流を深める。 
キャンペーン 特定の問題について県民が理解を深め、実践するための機会を

つくる。 

 

講座、講習 基礎的・専門的知識や趣味について学ぶ機会を提供する。 
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チャンネル 内  容 

顕彰  

 表彰 県民の主体的な行動を顕彰し、一層の活躍を期待する。 

協議  

審議会、委員会 各種課題について学識経験者、各種団体、公募委員等が議論・

検討を行う。 

 

 

協議会、運営委員会、

連絡会議 

各種課題や計画立案、事業企画等について広く関係者により

協議を行う。 

意見交換  

フォーラム 広く県民の参加を求め、計画立案や課題解決に向けて意見交

換を行う。 

ワークショップ 県民が協働作業を通じ、互いの考えや違いを認識し、前向き

な意見を引き出しながら提案をまとめる。 

地域集会 県民と行政が、さまざまな問題点や新たな地域情報を交換し

ながら対話する。 

研修会 特定のテーマについて県民や関係者が互いに学び合う。 

 

住民会議 会議の目的に応じて茶話会、集会など多様な形式を設定し、

話し合う。 

意見、提言  

公聴会、ヒアリング 課題解決に向けて県民の意見を聴く。 

パブリック・コメント 各種計画等について県民意見を募集する。 

モニター 県の施策､課題等について意見､感想を述べる。 

 

アドバイザー 各種課題についてその分野の有識者に知恵を求めたり、意見

交換を行う。 

事業の企画・協働  

共催、共同実施、 

運営参加 

各種行事・イベントについて多様な主体が協力し、企画、運

営する。 

実行委員会 各種行事・イベントの企画・実行組織へ県民の主体的な参画

を求める。 

 

アドプトシステム 県民が、公共空間を維持管理する。 

県民の主体的活動  

ボランティア活動   事業実施にあたって県民が主体的に協働する。団体等が行政

と協働して事業を実施する。 

ワークショップ 広く県民の参加を求め、実践活動を展開する。 

相互扶助、共済制度 関係者が生活を互いに支え合うしくみを運営する。 

地域通貨 特定の地域のみで使える通貨を活用して、地域振興や福祉、

環境、文化、教育などに関連するコミュニティ活動を促進す

る。 

 

コミュニティ・ビジネ

ス 

県民がビジネスとして地域の課題解決に取り組み、コミュニ

ティ活動と地域経済の活性化を図る。 
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 チャンネル 内  容 

委託  

外部委託(ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ) 多彩な活力を発揮してもらうため、サービスの質とコストの

両面を総合的に判断して効果的・効率的に提供できるものに

ついて、県民に事業の運営等を委ねる。 

 

ＰＦＩ 民間の資金、経営能力、技術的能力等を活用して、公共施設

の整備、維持管理、運営等を行う。 

ネットワークづくり  

グループ支援、連携 地域づくり活動の一層の拡がりをめざし、各主体が交流した

り、活動にともに取り組む。 

コーディネート   地域づくり活動の一層の拡がりをめざし、県民の主体的な活

動を連携・調整する。 

担い手づくり  

推進員など 県行政の推進について一定の役割を委嘱する。 

人材バンク、人材デー

タベース 

さまざまな能力をもつ県民を登録し、県民が活動する機会を

提供する。  

サポーター、オーナー

制度、会員制度 

県民が地域づくりの担い手となるしくみを運用する。 

指標、目標値 県行政の達成状況を評価する。事業等の進捗状況や目標の達

成状況を評価する。 

監査 行政の事務の執行を検査する。 

外部評価 外部から事業の成果等を評価する。 

公開審査会、報告会 

 

補助等にあたって公開して審査や報告を行い、県民とともに

考える機会を設ける。 
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②参画と協働のチャンネルの組み合わせ例 

【 し　く　み 】

・募集時の広報媒体
の工夫
・適切な情報提供
・相談窓口機能の充
実
・提案への対応の工
夫

県民からの提案に基づき県が支援する事例

地域の課題解決に向けて、県民からの提案に基づき、県が必要な支援を行うな
ど、県民の自発的・自律的な活動の展開を促進する。

県
　
　
　
　
　
　
　
民

活　情報提供
動　人材育成
支　活動拠点
援　ﾈｯﾄﾜｰｸ等

登録制度

事業費助成

情報開示

活動支援機関
　　生活創造ｾﾝﾀｰ
 　 ひょうごﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰ
　　ﾌﾟﾗｻﾞ          等

県民理解
の促進

事業の提案
　・提案する
　　事業内容
　　の説明

協働事業の具体化

協働事業の実施

地域社会の課題
解決

県

・団体等への積極的
な呼びかけ
・広報媒体の工夫
・団体等の主体性を
尊重
・十分な意見交換機
会の確保
・明確な趣旨説明
・明確な役割分担
・費用の助成基準の
明確化

・広く参画・協働者を
募集
・参画・協働者の主体
性を尊重
・委託等で事業相手
を特定する場合、選
任時の公平性の確保

〔留意点〕

活動支援基金

登録団体との協働

協働事業へ県も
参加

評
価

情報の発信

広報

説明会

情

報

提

供

相

談

活

動

の

場

の

提

供
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【 し　く　み 】

・相談窓口機能の充実

・適切なテーマとそれ
に応じた参加者の設定

・広く協働を呼びかける
ため、広報媒体の工夫

・団体等の主体的な取
り組みの尊重
・適切な情報提供

・団体等の主体的な取
り組みの尊重
・支出にあたって客観
性、公平性の確保

・団体等の主体的な取
り組みの尊重
・適切な相談体制と支
援

・事業趣旨の明確な説
明
・団体等の主体的な取
り組みの尊重
・明確な役割分担

・適切なテーマ設定

県民と県が子育てや高齢者の見守りなどに協働で取り組む事例

子育て、青少年の育成、高齢者の見守りなどの地域における課題について、県民の主体的な
取り組みを基本に、県民と力を合わせて協働事業を実施する。

県
　
　
　
　
　
　
　
民

関係者が、
情報交換や
事業推進に
ついて協議

特定のテー
マについて
見識を深め
る

個人や団体
の交流、連
携した事業
の実施

協議会、連
絡会議の開
催(県民同
士の合意形
成)

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

広報

連携

県民の主体
的な活動の
充実

県民の主
体的な事
業実施

協働実施の呼
びかけ

実施団体等の
決定と契約(協
定､協約)、連絡
調整

活動の支援

事業の協働運営

事業に関係
する情報の
収集

県 〔留意点〕

運営

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ

研修

各種活動、
事業等を自
主的に行う

関係団体と
の連絡調整

特定のテー
マについて
学習

講習主体的に取
り組む人材
づくり

補助、助成財政的支援

協働で取り
組む意識の
醸成

・適切な情報提供

・的確な現状認識に基
づく適切な支援

評価

説明会
・適切な情報提供

外部委託

・団体等の多彩な能力
を活かす

相

談

情

報

提

供

活

動

の

場

の

提

供
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〈河川整備へ県民が参画・協働する事例〉
【 し　く　み 】

・推進員等の積極的
な導入
・選任時の客観性、
公平性の確保
・動機づけの工夫(知
事から委嘱､ﾏｽｺﾐの
活用､研修)

・事業趣旨の明確な
説明
・団体等の主体的な
取り組みの尊重
・明確な役割分担

参画・協働型の公共空間の整備、管理の事例

道路、河川、公園等住民に身近な公共施設の整備に当たって、計画段階から
地元住民の意見を反映する場を設けるほか、施工後の清掃や花の植栽など地
元住民との協働の下で管理運営を行う。

県
　
　
　
　
　
　
　
民

事業につい
ての理解を
深める

学識者等が
委員に参画

水辺の実態
調査等への
参加

計画案につ
いて広く県
民から意見
募集

工事見学会
の開催

緑化の指導
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ等

親水施設等
の管理委託

説明会

住民懇話会

委員の公募

ボランティア

募集事業

パブリック・コ
メント

見学会

推進員・協力
員等の委嘱

県民同士の合
意形成、地域
団体等への事
業委託

地元住民
の意見

住民理解
の促進

住民理解
の促進

住民との協働
による維持管
理

整備方針策定

整備計画策定

施工

竣工

維持管理・運営
の委託(契約､協
定､協約)

地域で活動
する県民を
公募

児童・生徒か
ら絵画・作文
等募集

県

・委員公募の積極的
な導入
・女性、子ども、若者
などﾃｰﾏに合わせた
委員の選任
・募集時の広報媒体
の工夫

・募集にあたり広報
媒体の工夫
・絵画等の提出にと
どまらず､多様なﾁｬﾝ
ﾈﾙへの参画を促す

・広く意見が得られる
よう計画案の提示方
法を工夫
・意見・提言への対
応の工夫

・委託先選任時の客
観性、公平性の確保

・県民主導の徹底

〔留意点〕

協議会

関係者が管
理､運営につ
いて協議

広報

説明会

事業の運営

講習

ｸﾞﾙｰﾌﾟ育成

事業に関係
する情報を
提供

広く県民の
参加を求め､
事業等につ
いて説明

各種ｲﾍﾞﾝﾄ
等の実施と
広く県民の
参加の促進

主体的に取
り組む人材
づくり

主体的な活
動の一層の
広がり

・広報媒体の工夫

・参加募集の工夫

・団体等の主体的な
取り組みの尊重
・参加募集の工夫

・団体等の主体的な
取り組みの尊重
・的確な現状認識に
基づく適切な支援

・団体等の主体的な
取り組みの尊重
・適切な情報提供維持管理

評価
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平成 15 年度 

参画と協働関連施策の年次報告 

 
平成 16 年８月 

 
兵庫県県民政策部地域協働局参画協働課 
650-8567 神戸市中央区下山手通 5-10-1 

        電話：078-362-4015 
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